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一 はじめに 

 

 戦前期沖縄県の令達・令規（以下本稿では「令達」

という。）に関する文献資料は断片的にしか残存してい

ない。そこで筆者は、2005年度から、戦前期沖縄県の

令達集・令規集（以下本稿では「令達集」という。）の

研究に着手し、令達集に収録された戦前期沖縄県の令

達を整理し目録を作成するとともに、その資料的価値

について検討を加えてきた（１）。 

その後、筆者は、こうした研究の延長上で、戦前期

沖縄県の令達に関する残存資料（以下「残存令達資料」

という。）に検討対象を広げ、そこに掲載または編綴さ

れた沖縄県の令達を整理し目録を作成するとともに、

その資料的価値についての検討を行ってきた。これま

でに整理・検討をおえた残存令達資料は、『琉球新報』

紙上の「本県公文」欄に掲載された沖縄県令達（２）、国

立公文書館所蔵『沖縄県甲乙丙丁号達』(公文別録)に

編綴された沖縄県令達（３）、那覇市歴史博物館所蔵『自

明治十五年至仝二十一年庁中諸回議並庁則ニ関スル

部』（横内家文書）に編綴された沖縄県令達（４）および

『沖縄県庁よりの諸令達』（竹富町字波照間公民館旧

蔵）に編綴された沖縄県令達（５）である。 

 本稿では、上述の戦前期沖縄県の残存令達資料の整

理・検討作業の一環として、『明治十六年 本県諸達書

及令達等綴』（以下「本資料」という。）を取り上げ（６）、

そこに編綴されている明治 16 年の沖縄県令達につい

て検討することにしたい（７）。なお、本稿には紙幅の制

限があるため、本資料に編綴されている沖縄県令達を

整理した一覧表を本稿に掲載することはできなかった。

この一覧表については、本稿とは別に「『明治十六年 

本県諸達書及令達等綴』編綴沖縄県令達一覧」と題す

る資料集（以下「別冊資料集」という。）を発行するこ

とにしたので、本稿と併せて参照願いたい。 

二 本資料について 

 
（1）本資料とその複製資料について 
本資料には、明治 16 年に沖縄県が令達の公布また

は発令のために作成した令達書153件が綴られている。

これらの令達書は、元来は、それらを作成した沖縄県

庁から配付を受けた沖縄県の課署掛もしくは各廨（例

えば、医院、県立学校、農業試験場等）または逓送を

受けた地方機関（役所・役場、蔵元・番所）が、執務

上の保管文書として編綴したものであると推測される。

ただし、後述のように、本資料には沖縄県の令達書以

外の若干の文書も綴り込まれている。 

本資料は、その複製資料が沖縄県教育庁文化財課史

料編集班に所蔵されているが、管見の限りではその原

本所蔵者は不明である（８）。史料編集班所蔵のこの複製

資料（以下「史料編集班所蔵資料」という。）は、A4

判用紙片面の複写物を二分冊で製本したものである

（ただし、131枚目と278枚目の２枚に関しては、A３

判用紙片面の複写物を二つ折りにしている。）。その第

一分冊（ID番号027796）の末尾には「沖縄県公文書館

史料編集室／受入平成11年9月10日／第19731号／

寄贈」（／は改行。以下同じ。）とのスタンプが、また

第二分冊（ID番号027797）の末尾には「沖縄県公文書

館史料編集室／受入平成11年9月10日／第19732号

／寄贈」とのスタンプが押されている。このスタンプ

の記載内容のうち「沖縄県公文書館史料編集室」とは、

沖縄県教育庁文化財課史料編集班の前身のひとつであ

る財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集

室を指す（９）。従って、史料編集班所蔵資料は、同班の

前身である同史料編集室当時の平成11（1998）年9月

に二分冊に製本され「寄贈」資料として登録されたも

のである（ただし、寄贈者についての具体的情報は不

明である。）。 
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このほかに、本資料の複製資料は、沖縄県公文書館

にも所蔵されている。沖縄県公文書所蔵のこの複製資

料（資料コード：P00036793B。以下「公文書館所蔵資

料」という。）は、B5 判用紙片面の複写物をファイル

用バインダー（商品名ドッチファイル）で綴じたもの

で、各用紙の左下角には1から395までナンバリング

（別名ナンバリング・マシーン）による通し番号が付

されている（以下このナンバリングにより付された

個々の番号を「№123」の如く表記する。）（ただし、131

枚目と278枚目の2枚に関しては、B4判用紙片面の複

写物を二つ折りにしており、B4判用紙の中央下部にそ

れぞれ№131 および№132 ならびに№279 および№280

が付されている。）。この公文書館所蔵資料は、同資料

の目録情報によれば、沖縄県公文書館が「史料編集室

からコピーで提供を受けたもの」であり（受入日：2000

年3月31日）、2006年4月12日に閲覧用資料として

沖縄県公文書館のデータベースに新規登録されたもの

である。すなわち、公文書館所蔵資料は史料編集班所

蔵資料の「コピー」である。 

本稿の執筆に当たっては、作表や引用の上での便宜

を考慮して、本資料全体に通し番号が付されている公

文書館所蔵資料を底本とし、史料編集班所蔵資料も合

わせて参照した。ちなみに、史料編集班所蔵資料の内

容と公文書館所蔵資料の内容は、次項で述べるナンバ

リングによる通し番号付けの点を除けば、同一である。 

（2）史料編集班所蔵資料の番号付けについて 
ところで、史料編集班所蔵資料では、公文書館所蔵

資料とは異なり基本的にナンバリングによる通し番号

は付けられていない。しかし例外的に、本稿【表 1】

に示した6箇所にはナンバリングによる番号が付され

ている。しかも、これらの番号が付されているのは、

いずれも、沖縄県の令達書自体ではなく、琉球政府編

『沖縄県史第11巻資料編１上杉県令関係日誌』（琉球

政府、1965年）に翻刻・収録された『沖縄県日誌』の

特定の頁中の特定の令達の印刷文字を切り取り複写し

たものであり、かつ当該の各複写には右上角に当該令

達の上記『沖縄県史第11巻』における掲載頁が、また

左上角には当該令達の制定または発令の元号による年

月日が、手書きで書き込まれている。これらの印刷文

字の複写の綴り込みと手書き文字の書き込みは、いつ、

誰によって行われたものであろうか。この点について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も、現時点では詳らかではない。いずれにせよ、これ

らの複写は本資料には本来編綴されていなかった部分

であることは明らかである。 

（3）沖縄県令達の件数、類型等について 
本資料に編綴されている153件の沖縄県令達の類型

別内訳を件数の多い順に列挙すると、告示91件、布 

達甲40件、番外7件（内訳：番外諭達7件）、各課報

告7件（内訳：学務課報告2件、勧業課報告2件、庶

務課報告 2 件、衛生課報告 1 件）、正誤 5 件、達丙 2

件、達乙1件である（１０）。またこれら153件の令達の

制定または発令の時期については、 も古いものが明

治16年1月9日付の正誤「明治十五年十二月廿三日発

行衛生課報告第三号別表中ノ誤」（別冊資料集【表1】

の符号・整理番号で表示すると諸達A1に該当。以下同

じ。）であり、 も新しいものが明治16年12月28日

付の正誤「本年十一月甲第五十七号布達中ノ誤」（諸達

A5）である。 

つぎに、本資料に編綴された153件の令達のうちその

制定者または発令者が明示されている140件について、

令達類型別件数を整理すると、まず、第二代県令上杉

茂憲（在任期間（１１）：明治14年5月18日～明治16年4月

22日）が制定者または発令者と表示されているものが

35件（内訳：告示27件、布達甲4件、番外諭達3件、達

乙1件）である。ただし、この35件のうち8件（諸達A46、

51、84～89）は、上杉県令の在任期間終了後（従って

第三代岩村通俊県令の在任期間開始後）の明治16年4

月25日から同年5月5日までの間に上杉県令の名で制定

または発令されており、県令の在任期間と沖縄県の令

達書への制定者・発令者の表示との間にずれがある場

合がありうることを示している。次に、第三代県令岩

村通俊（在任期間：明治16年4月22日～明治16年12月21

日）または同県令代理大書記官森長義（１２）が制定者ま

たは発令者と表示されているものが105件（内訳：告示

63件、布達甲36件、番外諭達4件、達丙2件）である。

ただし、この105件のうち3件（諸達 A43～45）につい

ては、岩村県令の在任期間終了後（従って第四代西村

捨三県令の在任期間開始後）の明治16年12月24日およ

び同月27日に大書記官森長義が岩村県令の代理として

制定または発令しており、ここにも、県令の在任期間

と沖縄県の令達書の制定者・発令者の表示との間のず

れが見られる。他方、令達中にその制定者または発令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史料編集班

所蔵資料の

ナンバー

公文書館

所蔵資料の

ナンバー

切り抜き複写

された令達の

年月日

切り抜き複写

された令達の

類型と番号

切り抜き複写部分

の「沖縄県日誌」

翻刻版掲載頁

本資料との

対応関係

№ 62 № 85 明治16年 2月 5日 　 〔正誤〕 665頁  なし

№176 № 86 明治16年 4月 2日 　 達丙第13号 685頁  なし

№  4 №102 明治16年 1月13日 　 学務課報告第1号 659頁  諸達Ａ56

№  8 №136 明治16年 1月10日 　 告示第1号 659頁  なし

№226 №182 明治16年 5月 1日  　告示第36号 693頁  諸達Ａ86

№281 №199 明治16年 5月21日 　 告示第46号 698頁  諸達Ａ95

【表１】史料編集班所蔵資料における切り抜き複写部分とナンバリングによる番号付けの状況
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者が明示されていない12件の制定年月日または発令年

月日（１３）に着目して県令の在任期間別に整理すると、

第二代県令上杉茂憲の在任期間のもの5件（内訳：正誤

3件、学務課報告2件）、第三代県令岩村通俊の在任期間

のもの5件（内訳：庶務課報告2件、勧業課報告、衛生

課報告および正誤各1件）、第四代県令西村捨三の在任

期間（明治16年12月21日～明治19年4月27日）のもの2

件（内訳：勧業課報告および正誤各1件）である。以上

のほか、諸達A115は、令達書の後半（3～4枚目）が欠

落しているため、制定年月日または発令年月日および

制定者または発令者を当該令達書自体からは確認でき

ないが、当該令達に記載された令達類型（告示）と令

達番号（第66号）から、明治16年6月29日告示第65号（諸

達A114）と明治16年7月17日告示第67号（諸達A116）

との間に第三代県令岩村通俊または同県令代理大書記

官森長義によって制定または発令されたものであると

推定される（１４）。 

編綴されている153件の令達はすべて活字で印刷さ

れている。また、153件の令達のうち140件（内訳：布

達甲のうち諸達A26を除く39件、達乙1件、達丙2件、番

外諭達7件、告示91件）については、令達書の左肩に当

該令達に関する事務を所管する課署掛の名称の頭文字

を使って、「庶」（＝庶務課）、「勧」（＝勧業課）、「租」

（＝租税課）、「学」（＝学務課）、「衛」（＝衛生課）、「編」

（＝編纂課）、「警」（＝警察本署）、「監」（＝監獄署）、

「裁」（＝裁判掛）という符号が印刷されている。 

（4）沖縄県令達以外の編綴資料について 
本資料には、沖縄県令達以外の若干の資料が編綴さ

れている。その概要は以下の通りである。ただし、こ

れらの資料が編綴された経緯は明らかではない。 

①本資料7枚目（№7） 

本資料の7枚目は、「虎列刺病者取調書」と題する書

式の一部（前半部分）である。これは、明治16年1月26

日内務省達乙第1号「虎列刺病者取調書式」（１５）の「別

紙書式」の前半部分（第9項「前年其住家ニ同病患者ア

リシヤ」までの部分）である（第10項から第25項まで

の後半部分は欠落している。）。 

②本資料278～288枚目（№279～№290） 

本資料278～288枚目は、明治15年12月11日太政官布

告第57号「為替手形約束手形條例」（１６）に基づき発出さ

れた明治16年1月9日大蔵省告示第8号「為替手形約束手

形書式」（１７）の一部である。本資料に編綴されているの

は、この大蔵省告示のうち、「第一号／為替手形書式（條

例第二條）」から「第十一号／同〔條例第三十三條始末

書――引用者注〕（支払人不在ナル時ノ文例）」までで

あり、「第十二号／約束手形書式（條例第四十三條）」

は欠落している。また、第二号、第五号および第六号

の書式はそれぞれ後半部分が欠落している。 

③本資料289～290枚目（№291～№292） 

本資料289～290枚目は、「業務沿革出品者履歴」と題

する書式である。№291の用紙の左下に「二十七」、№292

の用紙の右下に「二十八」という頁表示があるが、26

頁以前は欠落しており、29頁以後の存否は不明である。

同書式の記載例中に「製茶法」「紅茶製法」という表現

が見られ、製茶に関する共進会や勧業博覧会に出品す

る製茶業者に提出を求めるための業務沿革と履歴の書

式と記載例を示したものであると考えられる。しかし、

いつ誰が制定したいかなる令達の一部であるかについ

ては、今のところ不明である。なお、諸達A111（№248

～№278）に添付されている「九州沖縄各県聯合共進会

規則」には独自に27頁および28頁が存在し、かつ「製

茶」「紅茶」は同共進会の出品対象とはされていないの

で、同規則とは無関係であると考えられる。 

（5）本資料の表題について 
ここでは、本資料の表題について触れておこう。本

資料の１枚目には、「明治十六年／本県諸達書及令達等

綴」との表題が手書きで記されている。この表題は、

本資料が史料編集班の前身である財団法人沖縄県文化

振興会公文書館管理部史料編集室によって収集された

段階で既に表示されていたものと推定される（１８）。た

だし、前述したように、現時点では本資料の原本所蔵

者も上記史料編集室への寄贈者も不明であるので、表

題がいつ誰によって記されたのかについても不明であ

る。なお、上記の表題を前提として、史料編集班所蔵

資料では、二分冊の製本の背表紙に「本県諸達書及令

達等綴 明治十六年（上）」および「本県諸達書及令達

等綴 明治十六年（下）」と印字されており、公文書館

所蔵資料では、ファイル用バインダーの背表紙に「本

県諸達書及令達等綴 明治16年」と記載されている。 

 

三 本資料編綴の沖縄県令達の資料的価値について 

 
 次に、本稿においても、本資料に編綴されている153

件の沖縄県令達が戦前期沖縄県の既存の令達集や他の

残存令達資料にどの程度重複して掲載または編綴され

ているかという観点から、本資料に編綴されている沖

縄県令達の資料的価値を検討してみよう（詳細につい

ては別冊資料集【表1】の「備考」欄参照）。その検討

結果をカテゴリー別に示すと以下の通りである。 

カテゴリー①明治39年版『令達類纂』（１９）に掲載さ

れているもの4 件(諸達 A20、28、53、55)。このうち

諸達A 20と53の2件については、明治44年版『令達

類纂』（２０）にも掲載されている。さらに、諸達A 53に

ついては、国立国会図書館所蔵『加除自在現行沖縄県

令規全集』（２１）第9類17頁にも掲載されている。 

カテゴリー②『沖縄県日誌』翻刻版（２２）（以下「『日

誌』翻刻版」という。）に令達の本文テキストのほぼ全

部が掲載されているもの4件（諸達A6、10、64、90）。 

カテゴリー③『日誌』翻刻版に令達の要旨が掲載さ

れているもの23件（諸達A7、8、12～14、20、22、25、
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26、28、46、50、51、53、60～62、75、84、94、95、

111、112）。 

カテゴリー④『日誌』翻刻版に令達の件名のみが掲

載されているもの18 件（諸達 A11、15～19、21、23、

24、27、29、30、47～49、79、83、86）。 

カテゴリー⑤『日誌』翻刻版には未掲載で沖縄県公

文書館所蔵『沖縄県日誌』原文（以下「『日誌』原文」

という。）に令達の要旨または件名が記載されているも

の42 件（諸達 A1、9、52、63、65～68、70～72、74、

76～78、80～82、85、87～89、91～93、96～110、113、

114 ）。 

カテゴリー⑥『沖縄県日誌』の残存期限（明治 16

年6月30日）までに制定・発令されたが『日誌』原文

に令達（要旨または件名の場合を含む。）が記載されて

いないもの7件（諸達A2～4、56、57、69、73）。 

カテゴリー⑦国立公文書館所蔵『沖縄県甲乙丙丁号

達』（２３）に令達書が編綴されているもの 23 件（諸達

A10～28、47、48、52、53）。 

カテゴリー⑧沖縄県公文書館所蔵複製資料『沖縄県

庁よりの諸令達』（２４）に令達書が編綴されているもの

1件（諸達A51）。 

カテゴリー⑨管見の限りで既存の令達集や残存令

達資料に掲載または編綴されていないもの58件（諸達

A5、31～45、54、58、59、115～153）。 

以上によれば、本資料に編綴されている153件の令

達のうち、カテゴリー①、⑦および⑧に属する実数25

件（諸達 A10～28、47、48、51～53、55）については

本資料以外によっても令達の全文を確認することがで

きる。他方、カテゴリー⑥および⑨に属する合計 65

件（諸達A2～5、31～45、54、56～59、69、73、115～

153）については、現時点では本資料以外では令達の内

容を参照しえないと思われる。また『日誌』翻刻版お

よび『日誌』原文では令達の要旨または件名しか確認

できないカテゴリー③、④および⑤に属する合計 83

件のうち、カテゴリー①、⑦および⑧に属する令達に

よって令達の全文を確認できる23 件（諸達 A11～28、

47、48、51～53）を除く 60 件（諸達 A1、7～9、29、

30、46、49、50、60～63、65～68、70～72、74～89、

91～114 ）については、本資料によって令達のフルテ

キストを参照することができるであろう。さらに、カ

テゴリー②に属する合計4件（諸達A6、10、64、90）

についても、令達書そのものによって令達の結文、制

定・発令年月日、制定者名等の『沖縄県日誌』におけ

る欠落部分を確認することができるであろう。 

なお、以上の他に、明治 39 年版『令達類纂』下巻

巻末に「附録」として掲載されている廃止・取消令達

のリスト（２５）に令達の件名、類型、番号および制定年

月日の 4 情報が記載されているもの（「廃止・取消令

達」）が6 件（諸達 A11～14、27、47）、令達の類型、

番号および制定年月の 3 情報が記載されているもの

（「被廃止・取消令達」）が1件（諸達A25）ある。 

 

四 本資料編綴の沖縄県令達の内容について 

 
前述したように、本資料は沖縄県庁から配付または

逓送を受けた令達書を編綴したものであると推測され

ることから、本資料の場合にも、本誌前号で取り上げ

た『沖縄県庁よりの諸令達』と同様に様々な分野の令

達が編綴されている。紙幅に制約があるため、ここで

は、前述のカテゴリー⑨に該当する58件の令達につい

て、当該令達の類型別・所管課署別に区分して、簡潔

に紹介することにしよう。 

(1)布達甲 
①庶務課所管 

 前述のカテゴリー⑨に該当する令達（以下本節にお

いてはかかる意味で「該当する」という表現を用いる。）

のうち庶務課所管の布達甲は7件（諸達A32～37、42）

である。まず、諸達A32は、明治16年6月19日陸軍

省達甲第 20 号「陸軍教導団定員表中増補改正」（２６）

および同日陸軍省達甲第21号「士官学校戸山学校教導

団喇叭卒概則」（２７）の制定につき陸軍卿より通達があ

った旨を布達したものである。諸達A33は、管内の開

業医に脚気病患者を取調べその明細書を役所を経由し

て半年毎に提出すべきことを布達したものである。諸

達A34は、明治15年9月12日布達甲第85号「小学校

教員免許状授与規則」（２８）の制定に伴い、「従来沖縄師

範学校ノ名ヲ以テ相渡候学力証明書」を無効とする旨

を布達したものである。諸達A35 は、明治 14 年 7 月

21 日布達甲第85 号「本島五役所々轄小学校設置区域

並校数」（２９）の一部改正であり、中頭地方の具志川学

区の本校および分校の位置を改定することを布達した

ものである。諸達A36は、明治15年4月27日布達甲

第60号「屠獣並獣肉販売及病死獣取締規則」（３０）の一

部改正であり、同規則の第11条（斃死獣の届出）およ

び第13条（病死獣の売買等禁止）を更正し、第14条

（内容不詳）を削除することを布達したものである。

諸達A37は、明治15年5月19日布達甲第70号（３１）

により郵便脚夫が飛信逓送および郵便物逓送集配をす

る際に限り私設の橋梁・渡船・開鑿道路等の賃銭（通

行料）を不請求としていたが、今後は郵便脚夫証の所

持者には制服の着否にかかわらず賃銭を請求してはな

らない旨を布達したものである。 後に、諸達A42は、

営業税不納のまま行き先不明となった福岡県在住の売

薬営業人に関する福岡県からの営業差止の通知に基づ

き、今後同人の沖縄県における売薬営業を禁止した旨

を布達したものである。なお、諸達A33、36および42

は本来衛生関係の令達、諸達A34と35は本来学務関係

の令達であるが、これらが制定・発令された明治 16

年7月ないし11月当時は、明治16年5月24日達丙第

35号「学務衛生勧業三課廃止ノ件」（３２）によって、衛
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生課と学務課が廃止されその所管事務が庶務課に統合

されていたため、庶務課所管の令達となっていたと考

えられる。 

②勧業課所管 

勧業課所管の該当する布達甲（諸達 A43、44、45）

は、いずれも明治16年布達甲第47号「船舶取締所設

置ノ件」に関連する令達である（ただし、管見の限り、

明治16年布達甲第47号自体についての令達残存資料

は現時点では確認できていない。）。すなわち、まず諸

達A43は、上記布達甲第47号の施行期日を明治17年

2 月 1 日に変更することを定めたものである。次に、

諸達A44は、上記布達甲第47号の布達文中の改正（「若

シ違犯之者於有之テハ」の下に「総テ旧藩ノ法律ニ拠

リ」の十字挿入）および津口手形下附願の雛形の改正

を布達したものである。さらに、諸達A45は、上記布

達甲第47号をもって設置された那覇・泊・与那原の三

港の船舶取締所はその地名を冠して呼称すべきことを

布達したものである。 

③租税課所管 

租税課所管の該当する布達甲は4件（諸達A38～41）

である。諸達A38は、明治16年分の貢塩石代相場（塩

一石に付2 円 47 銭 5 厘）を定めたものである。諸達

A39は、明治13年6月8日布達甲第21号「各役所長

ヘ委任ノ条件」（３３）の一部改正に関する令達であり、

久米島役所への委任事項として「旧慣ニヨリ貢布調整

免除願ヲ許否スル事」の一項を追加するものである。

諸達A40は、明治16年分の租税換納に用いる米、粟、

粟籾、棕櫚縄の相場を定めたものである。諸達A41は、

船税の上納方法につき、租税課への直納に代えて、租

税課宛ての上納書を添付して所轄役所へ上納すべきこ

とを布達したものである。 

④警察本署所管 

警察本署所管の該当する布達甲は諸達A31のみであ

る。この令達は、巡査看守押丁の服制について、沖縄

県人に限り、「制定ノ服帽」ではなく、「結髪常服ノ侭」

で職務に従事することを可とする旨の布達である。 

(2)番外 

 該当するのは、庶務課所管の諸達A54のみである。

この令達は、郵便物として封入・差出を禁止した物品

を定めた明治15年12月16日太政官布告第59号「郵

便條例」第16 条（３４）の遵守につき諭達したものであ

り、同条所定の「郵便ニ差出スヘカラサル物品」を別

紙に列記して簡潔な注釈を付している。 

(3)各課報告 

①勧業課所管 

 勧業課所管の該当する各課報告は2 件（諸達 A58、

59）である（３５）。諸達A58は、工部省品川硝子製造所

（官営）からのガラス製品の購買注文者の照会につき、

広告書および代価表を添えて報告したものである。諸

達A59は、愛知県西春日井郡の宮重大根の種子の発売

に関する愛知県勧業課からの照会につき、広告書を添

えて報告したものである。 

②学務課所管 

学務課所管の該当する各課報告は2 件（諸達 A56、

57）である。諸達A56は、県立沖縄師範学校の初等小

学師範科の明治15年12月中の卒業生7名を掲載報告

したものである。諸達A57は、明治9年2月文部省出

版の片山淳吉編輯『改正増補物理階梯』中の正誤を報

告したものである。 

(4)告示 

①庶務課所管 

  庶務課所管の該当する告示は37件である。これらは

その内容に従って以下のようなタイプに分類できる。 

 タイプⓐ 地所、建物または船舶の質入、書入または

売買譲渡に関する公証(奥書)割印簿(割印帳)の紛失、

焼失、錯乱等に関する他府県からの通知、通報、照会

等（以下「通知等」という。）を告示するもの(諸達A69、

73、115、119、122、125、136、146（３６）、151)。 

 タイプⓑ戸長役場の印章紛失に関する他県からの通

知を告示するもの(諸達A133)。 

 タイプⓒ海難による行方不明者や船舶、木材等の流

失に関する告示(そのうち、他県からの通知等を告示す

るもの：諸達A132、140～142、143〔ただし普通失踪、

鑑札紛失を含む。〕、152。沖縄県内の事案：諸達A126、

128、129、144、145、148)。 

 タイプⓓ漂着物の拾得に関する告示（そのうち、他

県からの通知等を告示するもの：諸達 A117、153。沖

縄県内の事案：諸達A123、130)。 

 タイプⓔ私設灯台の灯費や船舶綱掛杬の建設費償却

分の取立てに関する他県からの通知等を告示するもの

(諸達A118、121、134、135)。 

 タイプⓕ沖縄県民所有帆船鑑札の窃盗被害に関する

告示(諸達A131)。 

 以上の他、諸達A116および138は、沖縄県本庁の出

務退散時限を告示したものである。諸達A120は、皇族

華頂宮愛賢王の博恭への改名に関する宮内卿の達を告

示したものである。諸達A137は、岩村通俊県令の検事

兼任を解き判事兼任を命ずるとともに、沖縄県大書記

官森長義の判事兼任を解く旨の宣下を告示したもので

ある。 後に諸達A150は、岩村通俊判事の上京不在中

判事補を事務代理とする旨の告示である。 

②租税課所管 

租税課所管の該当する告示は、諸達 A124 のみであ

る。この令達は、落平水道の架設にともない警察本署

前まで試験通水するために、落平（うてぃんだ）樋川

の湧水の汲み取りを二日間臨時に停止すべしとの告示

である。なお、この告示は本来勧業関係の令達である

が、これが発令された明治16年7月当時は、前述の明

治16年5月24日達丙第35号によって、勧業課が廃止

されその所管事務が租税課に統合されていたため、租
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税課所管の令達として発令されたものと考えられる。 

③勧業課所管 

勧業課所管の該当する告示は、諸達 A149 のみであ

る。この令達は、那覇東村垣ノ花と渡地（わたんじ）

との間の私設橋梁の落成・渡橋開始と「橋料」（通行料）

を告示するものである。 

④警察本署所管 

 警察本署所管の該当する告示は、諸達A139、147の

2件である。諸達A139は遺失した沖縄県看守手帳を無

効とする旨の告示であり、諸達A147は盗難被害にあっ

た沖縄県巡査手帳を無効とする旨の告示である。 

(5)正誤 
 以上の他に、既存の令達の正誤に関する令達が4件

ある。諸達A2は、明治16年2月8日告示第13号「山

口県・岐阜県下戸長役場備附ノ地所質入書入簿紛失錯

落ノ件」(『日誌』原文2月8日条〔要旨〕)中、岐阜

県に関する部分の訂正である。諸達A3は、明治15年

12月 28日布達甲第101号「沖縄県立沖縄師範学校諸

規則」(『日誌』翻刻版655頁〔件名のみ〕)中の「試

験規則」第8条の訂正である。諸達A4は、明治16年

1月10日告示第1号「農商務省東京山林学校開設ニ付

山林学志願ノ者可願出件」(『日誌』翻刻版659頁〔要

旨〕)の別冊「山林学校概則」中の訂正である。諸達

A5は、明治16年11月布達甲第57号の訂正であるが、

管見の限り、同令達については残存令達資料が確認さ

れていないため、詳細は不明である。 

 

五 補論：他府県からの通知等に基づく 

  沖縄県告示について 

 

本資料に編綴されている沖縄県告示の中には、上記

四(4)①で述べたように、他府県からの通知等に基づ

き当該の通知等の内容を沖縄県内一般へ周知するため

に制定・発令されたものが多数見出される。この種の

他府県からの通知等は原則として全国の府県に向けて

発出されたはずであるから、沖縄県告示と同趣旨の告

示が他府県においてもほぼ同時期に制定・発令されて

いたと考えることができよう。 

そこで、ひとつの試みとして、本資料編綴の沖縄県

告示のうち、地所、建物または船舶の質入、書入また

は売買譲渡に関する公証（奥書）割印簿（割印帳）の

紛失、焼失、錯乱等に関する告示（上述のタイプⓐに

相当する告示）の中から、紙幅の関係で明治 16 年 5

月14日告示第43号（諸達A92）から同年6月4日告

示第50号（諸達A99）までを対象として、京都府編『明

治十六年 京都布令（告示）自一月至十二月』（３７）に編

綴されている京都府告示と比較対照してみよう。その

結果を表示すると、本稿【表 2】の通りである。この

試みから明らかになるのは、沖縄県が日本全国（他府

県）に向けて発出した通知等に基づき他府県がその管

内に当該通知等の内容を周知するために告示を制定・

発令したという事例の存在が想定されるということで

ある。そうだとすれば、沖縄県の通知等に基づく他府

県の告示を調べることによって、明治期の沖縄県にお

いて生起した歴史事象の一端を知る情報源となり得る

のではなかろうか（かかる他府県の告示の具体的な探

求は今後の課題としたい。）。 

 後にもう一点、本稿【表 2】に示した沖縄県告示

の内容に関連して補足的に言及しておこう。これらの

告示は、明治6年1月17日太政官布告第18号「地所

質入書入規則」、明治8年9月30日太政官布告第148

号「建物書入質規則並ニ売買譲渡規則」、明治10 年 3

月8日太政官布告第28号「船舶売買書入質手続」およ

び明治13年11月30日太政官布告第52号「土地売買

譲渡規則」（３８）が、地所（土地）、建物または船舶の質

入、書入または売買譲渡に際して、当該土地・建物の

所在地を管轄する戸長役場または当該船舶の定繋場を

管轄する戸長役場において公証（奥書）割印を受ける

べきものと定めていたことを前提としている（３９）。そ

れでは、明治12年の沖縄県設置の前後を通じて、これ

らの太政官布告は琉球藩・沖縄県にも適用されていた

のであろうか。この点は近代沖縄法史上のひとつの検

討課題であると思われるが、本稿では紙幅が尽きたの

で課題の指摘にとどめておきたい。 

 

六 おわりに 

 

 以上、本稿では、『明治十六年 本県諸達書及令達等

綴』について検討してきたが、 後に本資料の若干の

特色に言及して結びとしよう。 

 本資料の特色として、第一に、本資料は令達書その

ものが残存したものであることを重ねて指摘しておこ

う。すなわち、本資料に編綴されている沖縄県令達は

一部改正内容が織り込まれていない原始規定であり、

したがって、令達の原型をフルテキストで確認できる

点に特色がある。しかし第二に、本資料は、明治16

年の令達の一部に限定されており、しかも令達類型と

しては布達甲と告示が大半を占めていることを指摘し

ておかなければならない。逆に、達乙と達丙の編綴件

数は数件に止まり、達丁の編綴件数は皆無である。も

っとも第三に、告示に関しては、編纂物である令達集

には通常は収録・掲載されることが少なく（例えば、

明治39年版『令達類纂』に収録された令達の実数は

823件で、そのうち告示は合計67件に過ぎず、これを

明治10年代の告示に絞り込むとわずかに2件〔いずれ

も明治18年の告示〕に止まる。）、かつ明治10年代の

沖縄県告示を確認することができる令達残存資料も少

ないので（４０）、本資料編綴の沖縄県告示は沖縄近代法

史の研究資料として貴重であるということができよう。 
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『明治十六年 本県諸達書及令達等綴』とそこに編綴された沖縄県令達について 

注 

 
（1）これまでに整理検討を終えた令達集は、沖縄県知

事官房文書係編『沖縄県令達類纂〔初版〕』(明治 39

年発行)(以下「明治39年版『令達類纂』」という。本

文においても同じ。)、同編『沖縄県令達類纂〔改訂増

補版〕』(明治44年発行) (以下「明治44年版『令達類

纂』」という。本文においても同じ。)、『沖縄県町村諸

規程』（横内家文書）、『沖縄県警察法規類典 全』、『沖

縄県会計法規』、『沖縄県町村自治之栞 全』、『糖業

関係例規』、『沖縄県青年学校法令集 全』、『学事規定全

書』、『沖縄県物産検査関係例規』の合計10件である。 

（2）青嶋敏「『琉球新報』紙上の「本県公文」欄とそこ

に掲載された沖縄県令達について」（『愛知教育大学研究

報告（人文・社会科学編）』63輯、2014年）145-153頁。 

（3）青嶋敏「『沖縄県甲乙丙丁号達』（国立公文書館所

蔵）とそこに収録された明治前期沖縄県令達について」

(『愛知教育大学研究報告（人文・社会科学編）』65輯、

2016年）165-173頁。 

（4）青嶋敏「那覇市歴史博物館所蔵『自明治十五年至

仝二十一年庁中諸回議並庁則ニ関スル部』（横内家文

書）とそこに編綴された明治期沖縄県令達について」

（『愛知教育大学研究報告(人文・社会科学編)』66輯、

2017年）125-133頁。 

（5）青嶋敏「『沖縄県庁よりの諸令達』とそこに編綴さ

れた明治期沖縄県令達について」（『愛知教育大学研究報

告（人文・社会科学編）』67輯、2018年）97-105頁。 

（6）本資料については、既に玉木園子「戦前の沖縄県

公報の残存状況について」（『史料編集室紀要』28 号、

2003年）52頁において簡単な紹介がある。また筆者も、

「戦前期沖縄県の令達集・令規集について――その書

誌情報の素描――」（田里修・森謙二編『沖縄近代法の

形成と展開』榕樹書林、2013年）111-112頁で簡単に

紹介したことがある。 

（7）戦前期沖縄県の令達に関するその他の残存資料と

して、①『沖縄県日誌』（沖縄県公文書館所蔵）、②『明

治廿二年分 本県諸達書及令達等綴 波照間邑番所』

（竹富町字波照間公民館所蔵）、③『明治二十五年 沖

縄県告示報告綴 竹富村番所』（竹富町喜宝院所蔵）、

④『明治廿六年 本県各課報告綴諸達正誤 八重山島

役所』（喜舎場永珣資料）、⑤『明治二十六年公布 沖

縄県訓令』（沖縄県立博物館美術館所蔵、斉藤用之助紙

背文書）、⑥『琉球新報』附録「沖縄県公報」、⑦『沖

縄毎日新聞』掲載「本県公文」および同紙附録「沖縄

県公報」、⑧沖縄県庁発行『沖縄県公報』がある。これ

らについても今後取り上げていきたい。 

（8）玉木前掲論文52頁でも「原本不明」と記述して

いる。さらに、本資料は、琉球大学附属図書館編『琉

球大学附属図書館 琉球郷土資料目録 改訂増補版

（1965年7月31日現在）』（琉球大学附属図書館、1966

年）、琉球政府立沖縄史料編集所編『沖縄関係文献目録

1972年1月31日』（沖縄史料編集所、1972年）、沖縄

図書館協会編『沖縄県郷土資料総合目録』（新星図書、

1973 年）、琉球大学附属図書館整理係編『琉球大学沖

縄関係資料目録 増加版（1978年12月末現在）』（琉球

大学附属図書館、1980年）のいずれにも掲載されてい

ない。ちなみに、琉球政府立沖縄史料編集所編前掲書

45 頁には、「著者名」欄に「波照間番所」、「書名」欄

に「本県諸達書及令達等綴 明治22年」、「発行所（原

本の所蔵先）」欄に「（波照間公民館）」、「備考」欄に「写

真複製」と表示された資料が掲載されているが、これ

は上記注（7）の②に相当する資料であり、明治16年

の令達を編綴した本資料とは別のものである。 

（9）史料編集班の前身は琉球政府文教局研究調査課の

一係に始まり(1954年）、次いで同局教育研究課の一係

を経て（1960年）、1967年10月に琉球政府立沖縄史料

編集所として文教局管轄の独立機関となり、1972年5

月の沖縄の日本復帰に伴い同編集所が沖縄県沖縄史料

編集所と改称され、1986年4月に行政改革により県立

図書館に併合されて沖縄県立図書館史料編集室に改組

された。その後1995年に沖縄県公文書館の設置に伴い

同館へ移転し、翌1996年4月に組織改革により史料編

集業務が教育庁文化課所管の委託業務となり財団法人

沖縄県文化振興会公文書館管理部（後に公文書管理部）

史料編集室となった。さらに2007年に指定管理者制度

導入に伴い財団法人沖縄県文化振興会史料編集室と改

名され、2011年4月に組織改編により教育庁直轄とな

り、沖縄県教育庁文化財課史料編集班となって今日に

至っている。以上につき、西原文雄「沖縄史料編集所」

（沖縄大百科事典刊行事務局編『沖縄大百科事典上巻』

所収、沖縄タイムス社、1983年）533頁、沖縄県教育

庁文化財課編『平成 29 年度版文化財課要覧』（2017

年）79頁「史料編集班の沿革」参照。 

（10）明治10年代の沖縄県令達の類型については、青

嶋敏「戦前期沖縄県の令達・令規の類型と変遷につい

て」（『愛知教育大学研究報告（人文・社会科学編）』62

輯、2013年）119-120頁参照。 

（11）以下で言及する沖縄県令の在任期間については、

沖縄県編『沖縄県史別巻沖縄近代史辞典』（沖縄県、1977

年）所収「附録 2 沖縄県歴代知事一覧」（源河ミツ子

作成）1-2頁による。 

（12）明治16年6月25日告示第63号（諸達A112）

は岩村県令の「上京不在中大書記官森長義庁務代理候」

と告示している。 

（13）明治16年当時の沖縄県令達の公布方法に関して

は、これを定めた沖縄県令達を現時点では未確認であ

るため詳細は明らかではないが、明治 19 年県令甲第

24号公布式（この令達は現時点では確認されていない

が、明治19 年 10 月 25 日付の『官報』第997 号 246

頁の「官庁事項」欄に掲載された記事「県令公布式及
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青嶋 敏 

施行期限」によって、この「公布式」が、「沖縄県県令

ハ役所役場番所蔵元ノ掲示場ニ掲出スルヲ以テ公布式

トス〔以下略〕」という内容であったことがわかる。）

と同様に、役所役場番所蔵元の掲示場への掲出という

方法によっていたのではないかと推測される。従って、

本資料に編綴された沖縄県令達に記載されている年月

日は、第一義的には制定または発令年月日であり、公

布年月日とは必ずしも一致しないと考えられる。 

（14）ちなみに、明治16年告示第66号は、『日誌』原文

の明治16年6月30日条までには記載がないため、その制

定月または発令月は明治16年7月であると推定される。 

（15）内閣官報局編『法令全書第十六巻ノ一（明治16年）』

（原書房復刻版、1976年）641-643頁。ちなみにこの内務

省達は、「虎列刺病者有之候節ハ別紙書式ニ拠リ逐一取調

之上毎一箇月分取纏翌月十五日迄ニ当省衛生局エ送致可

致」（同書641頁）旨を府県宛てに達したものである。 

（16）内閣官報局編『法令全書第十五巻（明治15年）』

（原書房復刻版、1976年）45-51頁。 

（17）内閣官報局編『法令全書第十六巻ノ二（明治16

年）』（原書房復刻版、1976年）767-778頁。ちなみに

この大蔵省告示の本文では、「明治十五年十二月第五十

七号布告ヲ以テ為替手形約束手形條例発行相成候ニ付

テハ右手形ニ関スル書式ハ総テ別冊雛形ニ準拠可致此

旨告示候事」（同書767頁）と定めている。 

（18）この点については、沖縄県教育庁文化財課史料

編集班指導主事小野まさ子氏のご教示による。 

（19）青嶋敏「明治39年版『沖縄県令達類纂』（上下

巻）所収令達一覧」（『社会科学論集』44号、2006年）

248頁以下の「令達一覧」参照。 

（20）青嶋敏「明治44年版『沖縄県令達類纂（上下巻）』

所収令達一覧」（『社会科学論集』45号、2007年）250

頁以下の「令達一覧」参照。 

（21）国立国会図書館所蔵の沖縄県庁編『加除自在現

行沖縄県令規全集』（帝国地方行政学会、昭和 4 年 8

月31日再版台本）の 終追録加除は、昭和15（1940）

年1月1日内容現在である。 

（22）琉球政府編『沖縄県史第11巻 資料編1上杉県

令関係日誌』（琉球政府、1965年）93‐716頁に翻刻が

ある。ただし、沖縄県公文書館所蔵『沖縄県日誌』原

文に記載されているすべての沖縄県令達が翻刻されて

いるわけではない。 

（23）青嶋前掲「『沖縄県甲乙丙丁号達』（国立公文書

館所蔵）とそこに収録された明治前期沖縄県令達につ

いて」169頁以下の【表1】参照。 

（24）青嶋前掲「『沖縄県庁よりの諸令達』とそこに編

綴された明治期沖縄県令達について」101頁以下の【表

2】参照。 

（25）青嶋敏「明治39年版『沖縄県令達類纂下巻』巻

末「附録」掲載廃止・取消令達一覧」（『社会科学論集』

45号、2007年）232頁以下の「令達等一覧表」参照。 

（26）内閣官報局編前掲『法令全書第十六巻ノ二（明

治16年）』873頁。 

（27）同書、873-877頁。 

（28）明治15年布達甲第85号の布達書は、沖縄県公

文書館所蔵の「岸秋正文庫」中にある（資料コード：

T00016003B）。 

（29）明治14年布達甲第85号の残存令達資料は現時

点では確認されていない。同令達については、青嶋敏・

金城善「『官報』に掲載された沖縄県令の件名等と学事

関係規定の変遷」（『社会科学論集』47 号、2009 年）

237-238頁〔金城善執筆〕参照。 

（30）明治15年布達甲第60号の条文テキストは『日

誌』翻刻版567-568頁に翻刻されている。ただし、令

達番号は「第四十号」と表示されている。また同令達

の翻刻は第13条までで、第14条の翻刻はない（『日誌』

翻刻版568頁参照）。 

（31）『日誌』翻刻版586頁。 

（32）沖縄県沖縄史料編集所編『沖縄県史料 近代 3

尾崎三良岩村通俊沖縄関係史料』（沖縄県教育委員会、

1980年）361頁（岩村72）。 

（33）明治13年布達甲第21号の残存令達資料は現時

点では確認されていない。 

（34）内閣官報局編前掲『法令全書第十五巻（明治15

年）』56頁。 

（35）前述の明治16年5月24日達丙第35号により、

勧業課が廃止されてその所管事務は租税課に統合され

た。しかし、諸達A58および59は明治16年12月19

日付および同月 24 日付で勧業課の名で発出されてい

るので、明治16年後半に勧業課が租税課から分離して

再設置された可能性がある。ただし、現時点ではこの

点に関する残存令達資料を確認できていない。 

（36）諸達A146（明治16年告示第100号）に関する

№375 と№378～№380 との間に綴り込まれている№

376と№377は、諸達A146の発令以前に発令された別

の告示の別表であると考えられるが、具体的な発令年

月日や令達番号は不明である。 

（37）この編綴文書は、国立国会図書館デジタルコレ

クションとしてウェッブサイト上で公開されている。 

（38）以上の太政官布告については、内閣官報局編『法

令全書第六巻ノ一（明治6年）』（原書房復刻版、1974年）

13-17頁、同編『法令全書第八巻ノ一（明治8年）』（同、

1975年）190-195頁、同編『法令全書第十巻（明治10年）』

（同、1975年）29-30頁、同編『法令全書第十三巻ノ一

（明治13年）』（同、1976年）259-260頁参照。 

（39）この公証手続は、明治19年8月13日公布法律

第1号「登記法」が明治20年2月1日に施行されるま

で継続された。 

（40）管見の限りでは、本資料と『沖縄県日誌』程度

しか存在しない。 

（2018年9月25日受理） 
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符号
整理
番号

制定または
発令年月日

令達
類型

令達
番号

関係府県町村等 更正事由 №
制定または
発令年月日

令達
類型

令達
番号

コマ番号

諸達Ａ 92 明治16/05/14 告示 43号 神奈川県都筑郡榎下村外7ケ村戸長役場 地所建物質入書入公証割印簿錯雑 195 明治16/04/24 告示 103号 131コマ

京都府天田郡京町外18ケ町戸長役場 地所建物書入質入売買譲渡公証割印簿紛失錯雑 明治16/04/25 告示 105号 133コマ

京都府船井郡園部村外貳ケ村戸長役場 地所建物書入質入売買譲渡公証割印簿不分明 明治16/04/28 告示 107号 135コマ

兵庫県川辺郡紫合組戸長役場内原村外5ケ村 地所建物質入書入売買譲渡公証割印簿錯雑紛乱 明治16/04/30 告示 112号 140コマ

熊本県天草郡御領村戸長役場
地所質入書入及ヒ船舶建物書入奥書割印台帳虫
喰鼠切等ニテ錯雑

明治16/05/23 告示 142号 190コマ

愛媛県上浮穴郡西谷村戸長役場 地所建物質入書入公証割印簿欠号錯雑 明治16/05/16 告示
134号

2項
174コマ

愛媛県西宇和郡朝立浦戸長役場
地所並ニ建物船舶書入質入公証割印帳・売買譲
渡割印簿紛乱錯雑

明治16/05/08 告示 124号 153コマ

熊本県葦北郡日奈久町外2ケ村戸長役場 地所建物質入書入公証割印帖紛失 明治16/05/21 告示 138号 178コマ

三重県飯高郡大口村外4ケ村戸長役場 地所建物質入書入公証割印簿紛乱錯雑 明治16/04/30 告示 111号 139コマ

高知県幡多郡川登村外9カ村聯合戸長役場 地所建物質入書入公証割印簿焼失 明治16/05/01 告示 113号 141コマ

高知県吾川郡内谷村外2ケ村組合戸長役場 地所建物質入書入公証割印帳錯雑 明治16/05/01 告示 114号 142コマ

高知県吾川郡西諸木村戸長役場 地所質入書入公証割印帳欠号錯雑等 明治16/05/07 告示 123号 152コマ

静岡県志太郡伊久美村戸長役場 地所建物売買譲渡並質入書入公証割印簿被盗取 明治16/05/03 告示 115号 143コマ

滋賀県愛知郡海瀬村戸長役場 地所建物質入書入公証割印簿鼠喰 明治16/05/07 告示 122号 151コマ

福岡県宗像郡江口村戸長役場 地所建物質入書入及売買譲渡公証割印帳紛失 明治16/05/16 告示 133号 173コマ

埼玉県北埼玉郡外野村戸長役場 地所建物売買質入書入公証割印帳紛失 明治16/04/28 告示 108号 136コマ

長崎県西彼杵郡式見村戸長役場 地所質入書入奥書割印帳錯雑 明治16/05/09 告示 127号 156コマ

京都府上京区第六組戸長役場 地所建物質入書入公証割印簿不明瞭 明治16/04/24 告示 104号 132コマ

埼玉県高麗郡下鹿山村戸長役場 地所質入書入公証割印帳紛失 明治16/05/09 告示 126号 156コマ

長崎県東松浦郡双水村外九ケ村聯合戸長役場
地所建物質入書入公証割印帳・地所売買公証割
印帳錯雑不分明

明治16/05/19 告示 136号 175コマ

長崎県北高来郡諫早村外2ケ村戸長役所〔ママ〕 地所建物書入質入公証割印帳鼠喰 明治16/05/19 告示 135号 176コマ

和歌山県名草郡内原村戸長役場 地所建物質入書入及売買公証割印簿錯雑 明治16/05/16 告示
134号

1項
174コマ

鹿児島県肝属郡岡崎村外2村戸長役場
地所並ニ建物売買譲渡質入書入公証割印帳不明
瞭

明治16/06/11 告示 173号 222コマ

熊本県天草郡宮地丘村戸長役場
地所建物書入割印帳及地所質入書入割印帳並ニ
地所売買譲渡書入割印帳焼失

明治16/06/01 告示 161号 209コマ

島根県楯縫郡塩津浦只浦聯合戸長役場
地所質入書入公証割印帳・建物書入公証割印帳
欠号

明治16/05/23 告示 144号 192コマ

福井県大飯郡本郷村戸長役場 土地建物書入質入等公証割印帳盗難 明治16/05/21 告示 139号 179コマ

福井県三方郡海山村戸長役場
地所建物船舶質入書入並ニ売買譲渡公証割印簿
焼失

明治16/05/21 告示 140号 180コマ

【表２】『明治十六年 本県諸達書及令達等綴』編綴沖縄県告示と『明治十六年 京都府令（告示） 自一月至十二月』編綴京都府告示との対照表

沖縄県告示 京都府告示

諸達Ａ 96 明治16/05/28 告示 47号
201-
206

注3：京都府告示の「コマ番号」欄は、『明治十六年 京都府令（告示）自一月至十二月』の国立国会図書館デジタルコレクションのコマ番号である。

208-
209

注1：『明治十六年 京都府令（告示）自一月至十二月』に沖縄県告示に相当する京都府告示が、逆に『明治十六年 本県諸達書及令達等綴』に京都府告示に相当する沖縄県告示が、編綴されていないケースがある。

注2：沖縄県告示においても、京都府告示においても、１件の告示で複数の通知等を取り扱っているケースがある。

諸達Ａ 99 明治16/06/04 告示 50号
210-
212

諸達Ａ 98 明治16/05/31 告示 49号

―
1
4
3
―



頁 箇所 誤 正
137頁 右41行目 4件（諸達A20、28、53、55） 3件（諸達A20、28、53）
138頁 左21行目 1件（諸達A51） 2件（諸達A51、55）

愛知教育大学研究報告第68輯（人文・社会科学編）
正誤表



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




